
                           京都市消防局訓令乙第１４号 

                           各         部 

                           消 防 学 校 

                           各 消 防 署 

 京都市消防団員服制規程の一部を次のように改正する。 

  平成２８年３月３１日 

                       京都市消防局長 杉 本 栄 一   

 別表第１靴の項中 

  

同表消防団員手帳の項中「表紙」を「男性用の表紙」に改め，「ものとする」を「ものと

し，女性用の表紙は，スカイブルーの革製又はこれに類するものとする」に，「第１０図」

を「第１０図１及び２」に改め，同表かばんの項を削り，同表付属品の項中「第１４図１」

を「第１３図１」に，「第１４図２」を「第１３図１」に，「第１４図２ 」を「第１３

図 」に改め，同表第１第１０図を次のように改める。 

第１０図 

 １ 男性用 

     表  紙                    恒久用紙 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 半 長 靴  黒色の革製又は合成皮革製とする。 を削り， 
「 

」 



 ２ 女性用 

     表  紙                    恒久用紙 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 別表第１第１３図を削り，同表第１４図を第１３図とする。 

   附 則 

 この訓令は，平成２８年４月１日から施行する。 

（消防局総務部庶務課） 
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